
農地法等各種申請の手続きのご案内 
遠野市農業委員会では各種申請の手続きを次のように設定しています。 

 － 受付内容 － 

◇ 農地法第３条申請 （農地の所有権移転又は権利設定） 

・農地を耕作目的で売買、貸借する場合 

◇ 農地法第４条申請、第５条申請 （農地転用） 

・農地を農地以外のものにして使用する場合 

（例：住宅、畜舎、駐車場、植林、一時的に使用する通路や資材置き場など） 

① 農地法第４条 農地所有者が転用する場合 

② 農地法第５条 転用事業者が農地を売買、貸借し転用する場合 

◇ その他、農地法等に係る申請・願出、農業経営基盤強化促進法第 15条第１項申出  

・認定農業者等が農地に利用権を設定する場合 

・相続等の届出、農地転用事業計画変更、農地法の適用外証明願など 

－ 申請から許可までの流れ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 令和５年度申請締切、農業委員会総会等開催予定表 － 
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農地転用に係る岩手県

許可指令日（予定） 
許可決定は申請翌月の下旬となります。余裕をもって申請してください。 
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